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　この福祉のしおりには「Uni-Voice（ユニボイス）」（各ページの下角についている黒い四角のコー
ドのことを言い、目印としてコードの横に切り込みが入れてあります。）がついています。
　「Uni-Voice（ユニボイス）」のアプリ、「活字文書読上げ装置（スピーチオ、テルミーなど）」をお
使い頂くことで、この冊子の掲載内容を音声で聞いていただくことができます。目印の切り込みはひ
とつですが、各ページ原則両面に Uni-Voice（ユニボイス）がついています。
　なお、書式などの理由から「障害程度別該当事業一覧（主なもの）」および綴じ込みの「身体障害
者障害程度等級表」、「その他各区の窓口の問い合わせ先一覧」、「各区役所などの場所と行き方」のペー
ジに掲載の案内図については、冊子作成上、切り込みがあるページがありますが、Uni-Voice（ユニ
ボイス）がついておりませんので、予めご了承ください。
　また、Uni-Voice（ユニボイス）化できる文字の数量には上限があり、掲載文字量の多いページにつ
いては Uni-Voice（ユニボイス）上の読み上げを前後のページに割り振っています。このため、Uni-
Voice（ユニボイス）で読み上げる参照ページ数が実際の紙面掲載上のページと異なる場合があります。
　＊ 活字文書読上げ装置…視覚障害者および高齢者向けに開発された音声コード読み取り装置であ

り、読み上げの速度や音量を調整することができます。日常生活用具として視覚障害２級以上の
方に給付（→ 57 ページ参照）しています。
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・ページ数は各ページの上下２ヶ所についています。
・☆の事業については、介護保険のサービス受給対

象者は介護保険での利用が優先です。
・市外局番は記載がない限り（082）です。

〈障害程度別該当事業一覧（主なもの）〉 …… 1 ～ 5
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び
第
二
に
相
当
す
る
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。）

２ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △

３ ○ ○ ○ ○ △ △

４ ○ ○

５ ○ ○

６ ○ ○

聴
覚
ま
た
は

平
衡
機
能
障
害

２ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △

３ ○ ○ ○ ○ △ △

４ ○ ○

５ ○ ○

６ ○ ○
音
声
・
言
語

３ ○ ○ ○ ○ △ △

４ ○ ○ △

肢

体

不

自

由

１ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ △ △

２ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ △

３ ○ ○ ○ △ ○ △ △

４ ○ ○ △

５ ○ ○

６ ○ ○

内
部
障
害

１ △ ○ ○ ○ ○ △ △ △

２ △ ○ ○ ○ ○ △

３ △ ○ ○ ○ △

４ △ ○

療
育
手
帳

Ⓐ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○

A ○ ○ ○ ○ ○ △ △

Ⓑ ○ ○ ○ △ △ △

B ○ △ △ △

本文ページ 18 18 20 20 23 23 23 25 26 26 27 27 27 29

障害程度別該当事業一覧（主なもの）
注１．○印は、おおむね全部が対象、△印は、一部が対象。ただし、事業によっては、年齢・所得・等級などに制限がある場合や、
手帳がなくても対象となる場合がありますので、この表は目安としてお使いいただき、詳しくは窓口でお問合わせください。

1

1障 害 程 度 別 該 当 事 業 一 覧

事 業 名

手

帳

障
害
の
種
別

障
害

の
程

度



注２．☆印の事業については、介護保険のサービス受給対象者は、介護保険が優先です。

年金・手当など 障 害 福 祉
サービス 障害福祉サービス以外の在宅サービス（生活）

心
身
障
害
者
扶
養

共

済

制

度

重
度
心
身
障
害
者

福

祉

給

付

金

障
害
者
住
宅
改
造
費
補
助

生
活
福
祉
資
金
貸
付

生
活
一
時
資
金
貸
付

居
宅
介
護
な
ど

短

期

入

所

補
装
具
費
の
支
給

日
常
生
活
用
具

の

給

付

点
字
図
書
の
給
付

あ
ん
し
ん
電
話
の
設
置

フ
ァ
ッ
ク
ス
に
よ
る

災
害
避
難
情
報
の
提
供

重
度
身
体
障
害
者

入
浴
サ
ー
ビ
ス

視

覚

障

害

１ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

５ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

６ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

聴
覚
ま
た
は
平
衡
機
能
障
害

２ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ （
聴
覚
障
害
者
）

３ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △

４ △ ○ ○ ○ ○ ○ △

５ ○ ○ ○ ○ ○ △

６ ○ ○ ○ ○ ○ △
音
声
・
言
語

３ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

４ △ ○ ○ ○ ○ ○

肢

体

不

自

由

１ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

４ ○ ○ ○ ○ ○ ○

５ ○ ○ ○ ○ ○

６ ○ ○ ○ ○ ○

内
部
障
害

１ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

２ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

３ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △

４ △ ○ ○ ○ ○ ○ △

Ⓐ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○

A ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○

Ⓑ ○ ○ ○ ○ ○

B ○ ○ ○ ○ ○

本文ページ 30 31 32 33 35 41 41 52 52 59 61 61 66

2

2

障害程度別該当事業 一 覧

☆☆
（一部）

☆
（一部）

☆☆

事 業 名

障
害
の
種
別

障
害
の
程
度



障害福祉サービス以外の在宅サービス（生活） 障害福祉サービス以外の在宅サービス（活動）

視
覚
障
害
者
宛
て
文
書

に
か
か
る
点
字
サ
ー
ビ
ス

図
書
館
の
障
害
者

向

け

サ

ー

ビ
ス

点
字
広
報
紙
・
声
の

広

報

の

発

行

選
挙
（
郵
便
等
に

よ
る
不
在
者
投
票
）

市
営
住
宅
の
入
居
（
抽

選
率
の
優
遇
措
置
）

手
話
通
訳
者
の
派
遣

要
約
筆
記
者
・
奉
仕
員

の

派

遣

移
動
支
援
事
業

障
害
者
（
児
）
社
会
参
加
支
援

ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
の
派
遣

障
害
者
自
動
車
運
転
免
許

取

得

費
の

助

成

身
体
障
害
者
自
動
車

改
造
費
の
助
成

障
害
者
公
共
交
通

機
関
利
用
助
成

重
度
障
害
者
福
祉

タ
ク
シ
ー
利
用
助
成

障
害
者
福
祉
バ
ス

の

運

行

○ ○ ○ ○ ○ ○
（
身
体
・
知
的
障
害
者
で
運
転
免
許
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
）

（
身
体
障
害
者
で
運
転
免
許
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
）

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ △ ○ ○ ○ ○ ○

○ △ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ △ ○ △ △ ○ △ ○

○ ○ △ △ ○ △ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

66 67 68 69 71 73 73 73 73 74 74 75 76 77

3

3障 害 程 度 別 該 当 事 業 一 覧



障害福祉サービス以外の在宅サービス（活動） 働く

生 活 訓 練 な ど 身
体
・
知
的
・
精
神
障
害
者

ス
ポ
ー
ツ
大
会

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

Ⅲ
型
通
所
者
交
通
費
助
成

視
覚
障
害
者

家
庭
生
活
訓
練

視
覚
障
害
者
社
会

生
活
教
室
開
催

中
途
失
明
者

緊
急
生
活
訓
練

中
途
失
明
者

歩

行

訓

練

ろ
う
あ
者
社
会

生
活
教
室
開
催

中
途
失
聴
者
社
会

生
活
教
室
開
催

肢
体
障
害
者

生
活
行
動
訓
練

在
宅
障
害
者

青
年
教
室
開
催

知
的
障
害
者
生
活

自
立
訓
練
事
業

視

覚

障

害

１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

３ ○ ○ ○ ○ ○

４ ○ ○ ○ ○ ○

５ ○ ○ ○ ○ ○

６ ○ ○ ○ ○ ○

聴
覚
ま
た
は
平
衡
機
能
障
害

２ ○ ○ ○ ○ ○

３ ○ ○ ○ ○ ○

４ ○ ○ ○ ○ ○

５ ○ ○ ○ ○ ○

６ ○ ○ ○ ○ ○
音
声
・
言
語

３ ○ ○ ○ ○

４ ○ ○ ○ ○

肢

体

不

自

由

１ ○ ○ ○ ○

２ ○ ○ ○ ○

３ ○ ○ ○ ○

４ ○ ○ ○ ○

５ ○ ○ ○ ○

６ ○ ○ ○ ○

内
部
障
害

１ ○ △ ○

２ ○ ○

３ ○ △ ○

４ ○ △ ○

Ⓐ ○ ○ ○ ○

A ○ ○ ○ ○

Ⓑ ○ ○ ○ ○

B ○ ○ ○ ○

本文ページ 78 78 78 78 78 78 79 79 79 80 90

4

4

障害程度別該当事業 一 覧

事 業 名

障
害
の
種
別

障
害
の
程
度



料 金 の 減 免 な ど その他

所
得
税
・
市
県
民
税

の

所

得

控

除

相
続
税
の
税
額
控
除

贈
与
税
の
非
課
税

身
体
障
害
者
用
物
品
の

消
費
税
の
非
課
税

事
業
税
の
非
課
税

自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税

（
環
境
性
能
割
・
種
別
割
）
の
減
免

交
通
運
賃
の
割
引

有
料
道
路
通
行
料
金

の

割

引

保
育
料
・
副
食
費
の
軽
減

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料

の

減

免

Ｎ
Ｔ
Ｔ
電
話
番
号

の

無

料

案

内

施
設
設
置
負
担
金

の

分

割

払

い

水
道
料
金
等
の
減
免

市
営
駐
車
場
の
減
免

市
営
駐
輪
場
の
減
免

自
動
車
保
管
場
所
証
明

申
請
手
数
料
等
の
免
除

公
共
施
設
使
用
料
の
減
免

駐
車
禁
止
除
外
指
定
車

標

章

の

交

付

○ ○ ○ △ ○
※

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △

○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △

○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

○ ○ △
軽自動車税（種別割）平衡

○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○

○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

○ ○ △ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ △

○ ○ △ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ △

○ ○ △ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ △

○ ○ △ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○

○ ○ △ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○

○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ △
軽自動車税（種別割）

○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○

○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ △ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ △ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○
97 98 98 98 98 99 100 105 105 107 107 108 108 108 109 109 110 116

5

5障 害 程 度 別 該 当 事 業 一 覧

※　自動車税の環境性能割・種別割および軽自動車税の環境性能割については、本人運転を除く。


